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育児時短就業給付金支給申請書（２回目以降）の記入例 
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［注意事項］ 

育児時短就業給付の受給資格確認のみを行った場合は、この様式が、初回からの支給申請書と

なります。 

6、9、12「週所定労働時間」 

 支給対象月における短縮後の週所定労働時間（複数の週所定労働時間がある場合は、最も短いもの）を記入してください。 

 また、特別な労働時間制度の適用を受けている場合などは、以下のとおり計算し、記入してください。なお、いずれも計算

結果に端数が生じたときは、分単位未満を切り捨ててください。 

・フレックスタイム制、変形労働時間制の適用を受けている場合 

 清算期間の（対象期間）の総労働時間÷清算期間（対象期間）の月数×12月÷52週 

・裁量労働者制の適用を受けている場合 

 １日のみなし労働時間×５日 

・いわゆる「シフト制」で就労する場合 

 該当期間（※1）の実際の労働時間（※2）÷（該当期間の歴日数÷７日）（※3） 

 （※1）本来の週所定労働時間を計算する場合は、育児時短就業開始時賃金月額の算定に用いた６か月間、支給対象月の週 

所定労働時間を計算する場合は、その支給対象月をいいます。 

（※2）法定労働時間（１日８時間・１週 40時間又は 44時間）を超えないものに限ります。 

（※3）括弧内に端数が生じた場合は小数点第３位を四捨五入してください。 

7、10、13「支払われた賃金額」 

・支給対象月中に支払われた賃金（臨時の賃金及び 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。）を記入してください。 

・支給対象月に数か月分一括払いの通勤手当等が支払われた場合には、支払われた月以後の支給対象月に１か月当たりの額を

割り振って（端数が生じる場合は、最後の月分に加算する。）計上してください。 

15「育児時短就業終了年月日」、16「育児時短就業終了事由」 

・本来の週所定労働時間に復帰した場合のほか、育児時短就業が終了する事由（139ページ参照。）が生じた場合は、育児時短

就業の終了日（最終日）と終了理由を記入してください。 

19、20「その他賃金に関する特記事項」 

・上記の通勤手当等のほか、賃金に含まれるか否かが判断しかねるものについても、その額と名称を記入してください。 

14「本来の週所定労働時間」 

・事業所における所定労働時間の引き下げなどによって、被保険者に適用される本来の週所定労働時間が変更された場合は、

変更後の週所定労働時間を記入してください。 


